
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
令
和
四
年
九
月
一
日
に
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
部
分
）

第
一

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
一
部
改
正

一

燃
料
電
池
自
動
車
等
に
係
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
除
外

１

道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
政
令
で
定
め
る
種
類
の
も
の
に
限

る
。
）
の
装
置
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
内
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
に
つ
い
て
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
規
定
を

適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
第
五
号
関
係
）

２

１
の
自
動
車
の
装
置
内
の
容
器
及
び
そ
の
附
属
品
で
あ
っ
て
、
容
器
検
査
、
容
器
再
検
査
、
附
属
品
検
査
及
び
附
属

品
再
検
査
（
以
下
「
容
器
検
査
等
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
検
査
に
よ
り
そ
の
基
準
に
適
合
す
る
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
旨
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
１
の
自
動
車
の
装
置
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
容

器
の
譲
渡
、
引
渡
し
、
充
塡
等
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
検
査
を
そ
れ
ぞ
れ
容
器
検
査
等
と
み
な
し
、
当
該

表
示
を
そ
れ
ぞ
れ
刻
印
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
の
四
の
二
関
係
）

３

１
の
自
動
車
の
装
置
内
の
容
器
又
は
そ
の
附
属
品
が
１
の
自
動
車
の
装
置
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
で
な
く
な
っ
た
と



き
に
２
の
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
容
器
を
く
ず
化
す
る
等
の
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
第
五
項
関
係
）

二

認
定
高
度
保
安
実
施
者
に
係
る
認
定
制
度
の
創
設

１

第
一
種
製
造
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
事
業
所
ご
と
に
、
高
度
な
保
安
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
認
定
を
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
が
そ
の
業
務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向
上
さ
せ
る
仕
組
み
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の

（1）
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

保
安
の
確
保
の
方
法
が
高
度
な
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

（2）
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

認
定
の
申
請
を
し
た
者
は
、
保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
及
び
保
安
の
確
保
の
方
法
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
が

行
う
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
又
は
経
済
産
業
大
臣
の
指



定
す
る
者
（
以
下
「
協
会
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
調
査
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
調
査
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て

は
当
該
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
３
の
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
専
門
技
術
的
事
項
の
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
範
囲
を
定
め
て
、
協
会
等
に
、
当
該
申
請
が
２
の

及
び

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

（1）

（2）

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
意
見
を
聴
取
し
、
又
は
調
査
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

認
定
に
係
る
欠
格
条
項
、
認
定
の
更
新
、
変
更
の
届
出
、
承
継
及
び
認
定
の
取
消
し
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

６

認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
高
度
保
安
実
施
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
製
造
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
の

特
例
、
完
成
検
査
の
特
例
、
危
害
予
防
規
程
に
係
る
特
例
、
保
安
統
括
者
、
保
安
技
術
管
理
者
及
び
保
安
係
員
に
係
る

特
例
、
保
安
主
任
者
及
び
保
安
企
画
推
進
員
に
係
る
特
例
、
冷
凍
保
安
責
任
者
に
係
る
特
例
並
び
に
保
安
検
査
等
の
特

例
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
の
十
三
か
ら
第
三
十
九
条
の
二
十
七
ま
で
関
係
）

三

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
等
に
係
る
調
査
の
要
請

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
高
度
保
安
実
施
者
そ
の
他
の
保
安
の
確
保
上
特
に
重
要
な
者
に
お
い
て
保
安
に
係
る
サ
イ



バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
、
又
は
生
じ
た
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
に
対
し
、
そ
の
原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
条
の
二
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
一
部
改
正

一

認
定
完
成
検
査
実
施
者
及
び
認
定
保
安
検
査
実
施
者
に
係
る
認
定
制
度
の
廃
止

完
成
検
査
及
び
保
安
検
査
に
係
る
認
定
並
び
に
当
該
認
定
に
係
る
措
置
等
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
改
正
前
の
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
九
条
の
二
か
ら
第
三
十
九
条
の
十
二
ま
で
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正

一

認
定
高
度
保
安
実
施
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
に
係
る
認
定
制
度
の
創
設

１

ガ
ス
小
売
事
業
者
（
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
ガ
ス
工
作
物
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
小
売
供
給
を
行
う
者
に
限
る
。
）
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
、
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
及
び
ガ
ス
製
造
事
業
者



は
、
高
度
な
保
安
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
認
定
を
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
が
そ
の
業
務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向
上
さ
せ
る
仕
組
み
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の

（1）
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

保
安
の
確
保
の
方
法
が
高
度
な
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

（2）
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

認
定
に
係
る
欠
格
条
項
、
認
定
の
更
新
、
変
更
の
届
出
、
承
継
及
び
認
定
の
取
消
し
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

４

認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
保
安
規
程
に
係
る
特
例
、
ガ
ス
主
任
技
術
者
に
係
る
特
例
、
工
事
計
画
の
特
例
、
使

用
前
検
査
の
特
例
及
び
定
期
自
主
検
査
の
特
例
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
の
十
三
ま
で
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
八
十
四
条
の
二
及
び
第
百
四
条
の
二
等
関
係
）



二

災
害
時
連
携
計
画
の
策
定
の
義
務
化

１

一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
は
、
共
同
し
て
、
災
害
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
事
故
に
よ
り
ガ
ス
の
安
定
供
給
の
確
保
に
支

障
が
生
ず
る
場
合
に
備
え
る
た
め
の
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
相
互
の
連
携
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
災
害
時
連
携
計

画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

災
害
時
連
携
計
画
に
お
い
て
は
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
相
互
の
連
絡
に
関
す
る
事
項
並
び
に
従
業
者
の
派
遣
及
び

運
用
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
災
害
時
連
携
計
画
の
内
容
が
、
災
害
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
事
故
の
発
生
に
よ
り
特
定
の
供
給

区
域
に
お
け
る
ガ
ス
の
供
給
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
供
給
区
域
に
お
け
る

ガ
ス
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一

般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
対
し
、
災
害
時
連
携
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
ま
た
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
災
害
時
連
携
計
画
を
実
施
し
て
い
な
い
た
め
、
ガ
ス

の
安
定
供
給
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者

に
対
し
、
災
害
時
連
携
計
画
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
五
十
六
条
の
二
関
係
）

三

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
等
に
係
る
調
査
の
要
請
（
第
一
の
三
と
同
旨
）

（
第
百
七
十
条
の
二
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

電
気
事
業
法
の
一
部
改
正

一

小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
に
係
る
届
出
制
度
の
創
設
等

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
事
業
用
電
気
工
作
物
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
電
気
工

作
物
で
あ
っ
て
、
構
内
に
設
置
す
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

小
規
模
発
電
設
備
（
低
圧
の
電
気
に
係
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を

（1）
い
う
。
）
で
あ
っ
て
出
力
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
出
力
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
低
圧
受
電
電
線
路
以
外
の
電
線

路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場
所
に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

（
第
三
十
八
条
第
三
項
関
係
）

（2）

（1）

２

小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
前
に
、
氏
名
又



は
名
称
及
び
住
所
等
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
六
条
関
係
）

３

事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
公
共
の
安
全
の
確
保
上
重
要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
す
る

者
が
、
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
が
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
、
当
該
確
認
の
結
果
を
主
務
大

臣
に
届
け
出
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
が
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

そ
の
設
置
者
が
当
該
確
認
を
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
委
託
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
等
の
事

項
に
つ
い
て
も
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
関
係
）

二

登
録
適
合
性
確
認
機
関
に
よ
る
事
前
確
認
制
度
の
創
設

１

事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
荷
重
及
び
外
力
に
対
し
て
安
全
な
構
造
が
特
に
必
要
な
も
の
（
以
下
「
特
殊
電
気
工

作
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
計
画
の
届
出
を
す
る
者
は
、
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
が
技

術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
適
合
性
確
認

機
関
」
と
い
う
。
）
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
八
条
の
二
関
係
）

２

登
録
適
合
性
確
認
機
関
に
係
る
登
録
申
請
手
続
を
定
め
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
六
十
七
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
関
係
）

三

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
に
係
る
認
定
制
度
の
創
設

１

事
業
用
電
気
工
作
物
（
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
も
の
を
除
き
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
保
安
を
一
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
事
業
用
電
気
工
作
物
の
組
織
ご
と
に
、
高
度

な
保
安
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
認
定
を
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
が
そ
の
業
務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向
上
さ
せ
る
仕
組
み
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の

（1）
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

保
安
の
確
保
の
方
法
が
高
度
な
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

（2）
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

認
定
に
係
る
欠
格
条
項
、
認
定
の
更
新
、
変
更
の
届
出
、
承
継
及
び
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す



る
こ
と
。

４

認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
保
安
規
程
に
係
る
特
例
、
主
任
技
術
者
に
係
る
特
例
、
使
用
前
安
全
管
理
検
査
の
特

例
及
び
定
期
安
全
管
理
検
査
の
特
例
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
の
三
か
ら
第
五
十
五
条
の
十
三
ま
で
関
係
）

四

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
等
に
係
る
調
査
の
要
請
（
第
一
の
三
と
同
旨
）

（
第
百
五
条
の
二
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
の
業
務
と
し
て
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
六
十
条
の
二
、
ガ
ス
事
業
法
第
百
七
十
条
の

二
及
び
電
気
事
業
法
第
百
五
条
の
二
に
規
定
す
る
調
査
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
及
び
検
討
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
及
び
第
七
条
関
係
）



二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
三
条
及
び
第
十
九
条
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
関
係
）


